
 

防火対象物に係る表示制度実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、「防火対象物に係る表示制度の実施について」（平成２５年１０月 

３１日付け消防予第４１８号消防庁次長通知）に基づき防火対象物の表示制度について

必要な事項を定めるものとする。 

 （防火対象物に係る表示制度の対象とする防火対象物） 

第２条 防火対象物に係る表示制度の対象とする防火対象物（以下「表示対象物」という。

）は、ホテル・旅館等（消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）別表第一（５）項イ 

及び同表（１６）項イに掲げる防火対象物のうち同表（５）項イの用途に供する部分が

存するもの。以下同じ。）で、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という。）第８条の適用があるも 

 の 

(2) 防火対象物の地階を除く階数が３以上のもの 

 （表示対象物の表示基準） 

第３条 表示対象物の表示基準（以下「表示基準」という。）は、別表のとおりとする。 

 （申請） 

第４条 この要綱に係る申請は、次表に掲げる申請区分に応じた申請書様式に建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号。以下「建基法」という。）第１２条に基づく定期調査報 

告書の写しを添付し、消防署長（以下「署長」という。）に２部提出するものとする。 

  申請区分 申請書様式 

表示対象物に係る申請 別記様式第１号 

防火対象物に係る表示制度の対象とならないホテル・旅館等（

以下「表示対象外施設」という。）に係る申請 
別記様式第７号 

（表示マーク交付（更新）申請書の受理） 

第５条 署長は、表示対象物の関係者（法第２条第４項に規定する関係者をいう。以下同 

じ。）から別記様式第１号に定める表示マーク交付（更新）申請書（以下「申請書」と 

いう。）により申請を受けたときは、受付欄に受付印を押印し、文書件名簿、別記様式 

第２号に定める表示マーク等交付申請受付処理簿（以下「表示受付処理簿」という。）

及び査察台帳に必要事項を記載するものとする。 



 

２ 署長は、申請書を収受した後、申請事項及び添付書類を確認し、書類上の不備を認め 

たときは申請者に対し、相当の期間を定めて当該申請書の訂正をさせるものとする。 

３ 署長は、建基法第１２条に基づく定期報告の対象とならない表示対象物についても、 

建築士等有資格者により、表示基準に関わる部分（建築構造等・避難施設等）の審査（ 

建基法第１２条に基づく定期調査に準じた審査）を行い、その結果を申請書に添付する 

ものとする。 

 （申請書の審査） 

第６条 署長は、前条により申請書を受理した表示対象物が表示基準に適合しているかに

ついて審査し、必要に応じて立入検査を行うものとする。 

２ 前項の審査においては、建基法第１２条に定める定期調査報告の制度を活用するもの 

とする。 

３ 前２項による審査の結果、表示基準に適合していると認めるときは、申請書の経過欄 

に適合年月日を記載し、適合していないと認めるときは、不適合年月日を記載して、１ 

部を申請者に返付するものとする。 

 （表示マークの種類） 

第７条 表示マークの種類は、「表示マーク（銀）」及び「表示マーク（金）」とし、各

様式は別図のとおりとする。 

 （表示マークの交付） 

第８条 署長は、第６条により表示基準に適合していると認めた場合、当該表示対象物を

表示基準適合防火対象物として、申請者に対して別記様式第３号に定める表示基準適合 

通知書により通知するとともに、別図に定める「表示マーク（銀）」を交付する。ただ

し、表示マーク（銀）を継続する場合は、表示基準に適合している旨の通知のみを行う 

ものとする。 

２ 署長は、第６条により表示基準に適合していないと認めた場合、当該表示対象物の申 

請者に対して、表示基準不適合防火対象物として、別記様式第４号に定める表示基準不 

適合通知書により通知するものとする。 

３ 表示基準に適合又は不適合の結果については、表示受付処理簿及び査察台帳に必要事

項を記載するものとする。 

４ 署長は、表示基準適合防火対象物について、次に掲げる事項に該当すると認められる 

場合には、申請者に対して第１項により通知するとともに、別図に定める「表示マーク 



 

（金）」を交付する。ただし、表示マーク（金）を継続する場合は、表示基準に適合し 

ている旨の通知のみを行うものとする。 

(1) 表示マーク（銀）が３年間継続して交付されており、かつ表示基準に適合している 

と認められる場合 

(2) 表示マーク（金）が交付されており、交付日から３年が経過する前に交付（更新） 

され、表示基準に適合していると認められる場合 

５ 署長は、第１項又は第４項により表示基準適合通知書を交付したときは、当該表示基

準適合通知書の写しを添えて消防局長（以下「局長」という。）に報告するものとする。 

６ 署長は、第１項又は第４項により表示マークの交付を行った場合、別記様式第５号に

定める表示マーク受領書を申請者から受理するものとする。 

 （表示マークの掲出） 

第９条 前条の規定により、表示マークの交付を受けた申請者は、当該防火対象物に表示

マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用す 

ることができるものとする。 

２ ホームページ等における表示マークの使用方法等については、「ホームページ等にお

ける表示マークの使用方法等について」（平成２６年３月７日付け消防予第６１号消防 

庁予防課長通知）によるものとする。 

 （表示マークの有効期間） 

第１０条 表示マークの有効期間は、交付日から「表示マーク（銀）」は１年間、「表示

マーク（金）」は３年間とする。 

２ 表示マークの有効期間については、最初に交付を行った日を基準日とし、表示マーク

を変更した場合も、表示マークに記載する交付年月日は、変更しないものとする。 

３ 表示マーク（銀）から表示マーク（金）に変更となる場合であっても、交付する表示

マーク（金）に掲載する交付年月日は、最初に表示マーク（銀）の交付を行った日とし 

、表示マークを継続する場合の有効期間は、継続前の表示マークの有効期間終了後を起 

点とする。 

 （表示マークの返還） 

第１１条 表示基準適合防火対象物の関係者が更新に係る申請を行わず、表示マークの有

効期間が満了した場合、署長は表示基準適合防火対象物の関係者に対し、貸与していた

表示マークの返還及びホームページ等での使用の中止を求めるものとする。 



 

２ 署長は、表示マークの有効期間中にある表示基準適合防火対象物が次の各号のいずれ

かに該当するときは、表示基準適合防火対象物の関係者に対し、貸与していた表示マー 

クの返還及びホームページ等での使用の中止を求めるものとする。 

 (1) 偽りその他不正な手段により表示マークの交付を受けたことが判明したとき。 

 (2) 表示対象物に該当しなくなったことを確認したとき。 

(3) 事業を廃止又は休止したことを確認したとき。 

(4) 表示基準に適合しないことが立入検査等により判明したとき。 

(5) 表示基準適合防火対象物において火災が発生したとき（出火原因及び出火時の対応

について、関係者の責に帰すべき事由のないものを除く。）。ただし、出火原因及び

出火時の対応について、関係者の責に帰すべき事由のないことが判明するまでの間、

関係者に表示マークの掲出及びホームページ等への表示マークの使用を留保させるも

のとする。 

(6) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データ 

を無断で転用したことを確認したとき。 

(7) その他署長が必要と認めたとき。 

３ 署長は、前２項に係る表示マークの返還は別記様式第６号に定める表示マーク返還請

求書により求めるものとする。 

４ 署長は、前項により表示マークの返還を求めたときは、表示マーク返還請求書の写し

を添えて速やかに局長に報告するものとする。 

５ 署長は、第１項又は第２項により、表示マークの返還を受けた場合は、別記様式第６

号の２に定める返還表示マーク受領書を関係者に交付するとともに、表示受付処理簿

及び査察台帳に必要事項を記載するものとする。 

 （表示マークの再交付） 

第１２条  前条の規定により表示マークを返還させた表示基準適合防火対象物について、 

当該関係者から表示マークの交付について再申請され、当該申請において表示基準に適

合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種類に関係なく表示マーク（

銀）を再交付するものとする。 

２ 前項による表示基準の適合判定を行うときは、表示マークの返還の理由となった違反

等の内容に応じて十分な確認期間を確保すること。 

 （ホームページへの掲載） 



 

第１３条 局長は、第８条第５項に基づく報告を受けたときは、表示基準適合通知書が交

付された表示基準適合防火対象物の名称、所在地、表示マーク交付年月日及び表示マ

ークの種類（以下「名称等」という。 ）について福山地区消防組合のホームページに

掲載するものとする。 

２ 局長は、第１１条第４項の規定により報告を受けたときは、表示マークの返還事由が

生じた表示基準適合防火対象物の名称等を福山地区消防組合のホームページから削除

するものとする。 

（表示対象外施設申請書の処理） 

第１４条 第５条及び第６条の規定は、別記様式第７号に定める表示対象外施設申請書（

以下「対象外申請書」という。）の処理について準用する。この場合において、第５条 

及び第６条中｢表示対象物｣とあるのは「表示対象外施設」と、第５条第１項中「別記様 

式第１号に定める申請書」とあるのは「別記様式第７号に定める対象外申請書」と読み 

替えるものとする。 

２ 署長は、前項の申請に係る表示対象外施設が第３条に定める表示基準に適合している

と認めた場合、対象外申請書の経過欄に適合年月日を記載して、１部を申請者に返付す 

るとともに、当該表示対象外施設の申請者に対して別記様式第８号に定める表示対象外 

施設通知書を交付するものとする。 

３ 署長は、前項の表示対象外施設通知書の写しを局長に報告するものとする。 

４ 署長は、第１項の申請に係る表示制度対象外施設が第３条に定める表示対象物の表示

基準に適合していないと認めた場合、対象外申請書の経過欄に不適合年月日を記載して 

、１部を申請者に返付するものとする。 

 （申請書類等の編冊） 

第１５条 申請書、対象外申請書、添付書類及び表示マーク受領書は、表示受付処理簿に

編冊するものとする。 

（委任） 

第１６条 この要綱の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、２０１４年（平成２６年）４月 １日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、２０１４年（平成２６年）８月１５日から施行する。 



 

附 則 

この要綱は、２０１９年（令和元年）７月 ８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２０２１年（令和３年）２月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２０２４年（令和６年）４月１８日から施行する。 

 

 



別記様式第１号 

表示マーク交付（更新）申請書 

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ ※の欄は、記入しないこと。 

３ □印のある欄については、該当の□印にレを付けること。 

                        年   月   日 

 

福山地区消防組合 消防署長 様 

 

申請者 

住所                    

名前（法人の場合は、名称及び代表者名）     

                                         

電話番号                  

 

次のとおり「防火対象物に係る表示制度実施要綱」に基づき、表示マーク（□ 金・

□ 銀）の交付（更新）を受けたいので申請します。 

 

 

防 

火 

対 

象 

物 

所 在 地  

名 称  

用 途  ※令別表第一（   ）項  

収容人員  管理権原 □ 単一権原・□ 複数権原 

構造・規模 
 造 地上   階 地下     階 

床面積      ㎡  延べ面積      ㎡ 

交 付年月 日  年   月  日 交付番号  

 

添

付

書

類 

 

 

特記事項 
 

 

※  受 付 欄 ※  経 過 欄 

  



月 日 番号
適　合
年月日

不適合
年月日

交付年月日
表示マーク
返還年月日

返還事由

□表示対象物 年 年 年 年 □第11条第1項

（　　　　　　・　　　階） □表示対象外施設  月　 日  月　 日  月　 日  月　 日 □第11条第2項

□表示対象物 年 年 年 年 □第11条第1項

（　　　　　　・　　　階） □表示対象外施設  月　 日  月　 日  月　 日  月　 日 □第11条第2項

□表示対象物 年 年 年 年 □第11条第1項

（　　　　　　・　　　階） □表示対象外施設  月　 日  月　 日  月　 日  月　 日 □第11条第2項

□表示対象物 年 年 年 年 □第11条第1項

（　　　　　　・　　　階） □表示対象外施設  月　 日  月　 日  月　 日  月　 日 □第11条第2項

□表示対象物 年 年 年 年 □第11条第1項

（　　　　　　・　　　階） □表示対象外施設  月　 日  月　 日  月　 日  月　 日 □第11条第2項

□表示対象物 年 年 年 年 □第11条第1項

（　　　　　　・　　　階） □表示対象外施設  月　 日  月　 日  月　 日  月　 日 □第11条第2項

□表示対象物 年 年 年 年 □第11条第1項

（　　　　　　・　　　階） □表示対象外施設  月　 日  月　 日  月　 日  月　 日 □第11条第2項

□表示対象物 年 年 年 年 □第11条第1項

（　　　　　　・　　　階） □表示対象外施設 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 □第11条第2項

□表示対象物 年 年 年 年 □第11条第1項

（　　　　　　・　　　階） □表示対象外施設 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 □第11条第2項

□表示対象物 年 年 年 年 □第11条第1項

（　　　　　　・　　　階） □表示対象外施設 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 □第11条第2項

番号
防火対象物名称

（事業所名称・占有階）
区　　　分

別記様式第２号

表示マーク等交付申請受付処理簿（　　　　　年度 ）
文書件名簿 経　　過　　処　　理

申 請 者



 

別記様式第３号 

表示基準適合通知書 

 

福消 予第     号 

年（   年） 月 日  

 

（申請者住所・名前等）  様 

 

                     福山地区消防組合 消防署長 

    

  

 

年  月  日付けで申請のあった次の防火対象物については、「防火対象物に

係る表示制度実施要綱」による審査の結果、当該要綱に定める表示基準に適合している

ので、表示マーク（ □ 金・□ 銀 ）を交付（更新）する。 

 

 

防火対象物 

所在地  

名 称  

用 途  

交付年月日   年（   年） 月  日 交付番号  

表示有効期間  年（  年） 月  日  ～   年（  年） 月  日 

特記事項  

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

印 



 

別記様式第４号 

表示基準不適合通知書 

 

福消 予第     号 

年（   年） 月 日  

 

（申請者住所・名前等）  様 

 

 

              福山地区消防組合 消防署長 

    

  

 

年  月  日付で申請のあった次の防火対象物については、「防火対象物

に係る表示制度実施要綱」による審査の結果、当該要綱に定める表示基準に不適合で

あったので通知する。 

 

防火対象物 

所在地  

名 称  

用 途  

不適合理由  

特 記 事 項  

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

  

印 



別記様式第５号 

表示マーク受領書 

 

 年  月  日   

 

福山地区消防組合 消防署長 様 

 

受領者  

住所                    

名前（法人の場合は、名称及び代表者名） 

                      

                        

 

表示マーク（ □ 金・□ 銀 ）を受領しましたので、今後、次の事項を遵守いた 

します。 

 

 

防火対象物 

所在地  

名 称  

用 途  ※令別表第一（  ）項 

表示マーク交付年月日  年（   年）月 日 交付番号   

＜表示マーク交付に伴う遵守事項＞ 

１ ホームページ等への掲載に際しては、消防署長から配付された表示マークの電子デー

タを必ず原データとして使用すること。 

２ 表示マークは貸与されるものであり、破損等のないよう取扱いに注意すること。 

３ 更新に係る申請を行わず、表示マークの有効期間が満了した場合、又は「防火対象物

に係る表示制度実施要綱」第１１条第２項各号に該当した場合は、表示マークを返還す

るものとし、また、ホームページ等に表示マークを使用している場合は、その使用をと

りやめること。 

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ ※印の欄は、記入しないこと。 

３ □印のある欄については、該当の□印にレを付けること。 



 

別記様式第６号 

表示マーク返還請求書 

 

福消 予第     号 

年（   年） 月 日  

 

（関係者名前）     様 

 

                 福山地区消防組合 消防署長 

    

  

 

  年  月  日付けで申請のあった次の防火対象物については、「防火対

象物に係る表示制度実施要綱」に定める表示マークの返還事由に該当し、表示マーク

を掲出することが不適当と認められることから、速やかに交付した表示マークを返還

するとともに、ホームページ等による使用をとりやめるよう請求します。 

  

  

防火対象物 

所 在 地  

名 称  

用 途  令別表第一（  ）項 

表示マーク交付年月日 年   月   日 交付番号  

返還事由 

□ 更新に係る申請が行われず、表示マークの有効期間が満了したため 

□ 偽りその他不正な手段により表示マークの交付を受けたことが判明したため 

□ 表示対象物に該当しなくなったことを確認したため 

□ 事業を廃止（休止）したことを確認したため 

□ 表示基準に適合しないことが立入検査等により判明したため 

□ 表示基準適合防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合で

あることを確認したため 

□ ホームページ等への表示マークの使用に際して、消防署長から配付された表示マークの電子デ

ータを無断で転用したことを確認したため 

□ その他 

  

（                                         ） 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

印 



別記様式第６号の２ 

 

 

返還表示マーク受領書 

 

 年  月  日   

 

（関係者名前）     様 

 

福山地区消防組合 消防署長   ㊞ 

                        

 

年  月  日付けで返還を請求した表示マーク（ □ 金・□ 銀 ）を  年

月  日付けで受領しました。 

 

 

防火対象物 

所在地  

名 称  

用 途  ※令別表第一（  ）項 

表示マーク交付年月日  年（   年）月 日 交付番号   

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ ※印の欄は、記入しないこと。 

３ □印のある欄については、該当の□印にレを付けること。 



 

別記様式第７号 

 

表示対象外施設申請書 

  年（  年）  月  日 

 

  福山地区消防組合 消防署長 様 

  

申請者              

住所                     

          名前（法人の場合は、名称及び代表者名）    

                       

               電話番号                   

  

次のとおり表示対象外施設通知書の交付を受けたいので申請します。 

 

  

 

防
火
対
象
物 

所 在 地  

名 称  

用 途  ※令別表第一（  ）項 

構 造 ・ 規 模 
    造地上    階  地下    階 

床面積     ㎡  延べ面積     ㎡ 

添
付
書
類 

 

 

※  受 付 欄 ※  経 過 欄 

  

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ ※の欄は、記入しないこと。 

３ 表示基準に適合していることを証明するために、必要と認められる資料を添付 

すること。 

４ □印のある欄については、該当の□印にレを付けること。 

 

 

 

 

  



 

 

別記様式第８号 

 

表示対象外施設通知書 
   

福消 予第     号 

年（   年） 月 日 

 

（申請者住所・名前等）      様 

      

           福山地区消防組合 消防署長 

                         

  

年  月  日付けで申請のあった次の防火対象物については、「防火対象物

に係る表示制度実施要綱」に基づく表示制度の対象外施設であることが確認されたの

で通知します。 

 

 

防
火
対
象
物 

所 在 地  

名 称  

用 途  令別表第一（  ）項 

構造・規模 
    造 地上    階    地下   階 

床面積    ㎡    延べ面積      ㎡ 

特 記 事 項 

 

備考  この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

印 



別紙 

 

判定基準 

 

 

１ 防火管理等・防災管理・消防用設備等・危険物施設等 

  防火・避難基準適合防火対象物公表制度実施要綱（以下「公表制度実施要綱」という。) 

 第４条第１項に規定する検査等（当該検査等を行った日のうち最も遅い日に実施したも

のに限る。 )において、同要綱第３条に規定する審査基準に適合していること。 

 

２ 建築構造等 

(1)  定期調査報告 

   建基法第１２条の規定に基づく定期報告が行われていること。 

(2) 建築構造等 

   次に掲げる事項が、現行の建築基準法令に適合（既存不適格として扱っているもの

は除く。）していること。 

  ア 建築構造 

主要構造部の構造不適がないこと（建基法第２１条、第２７条、第３５条）。 

イ 防火区画 

竪穴区画が設けられ、当該壁、床及び防火戸の構造が適正で、かつ、破損等がな

いこと（建築基準法施行令（昭和２５年１１月１６日政令第３３８号。以下「建基

令」という。）第１１２条第１０項～第１２項、第１５項、第１６項、第１８項（避

難経路にあたらない昇降機の昇降路は、昭和５６年建設省告示第１１１１号に示す

仕様に適合していること。））。 

ウ 階段 

必要な数の直通階段、避難階段及び特別避難階段が設置され、その構造が適正で

あること（建基令第１２０条～第１２３条）。 

(3) 避難施設等 

   次に掲げる事項が、現行の建築基準法令に適合（既存不適格として扱っているもの 

を含む。）していること。 

  ア 屋根（建基法第２２条、第６２条） 

  イ 外壁（建基法第２３条～第２５条、第６１条） 

  ウ 非常用エレベーター（建基法第３４条第２項、建基令第１２９条の１３の３） 

  エ 排煙設備（建基法第３５条、建基令第１２６条の２、第１２６条の３） 

  オ 防煙壁（建基法第３５条、建基令第１２６条の３） 

  カ 非常用の照明装置（建基法第３５条、建基令第１２６条の４、第１２６条の５） 

  キ 非常用の進入口等（建基法第３５条、建基令第１２６条の６、第１２６条の７） 

 ク 壁（建基法第３５条の２、建基令第第１０７条、第１０７条の２、第１０８条の

３、第１０８条の４、１１２条、第１１４条、第１２８条の３の２、第１２８条の

４、第１２９条の２の４） 

  ケ 天井（建基法第３５条の２、建基令第１１２条、第１２８条の３の２～第１２９

条） 

  コ 床（建基法第３６条、建基令第１１２条、第１１５条の２の２、第１２９条の２

の４） 



別紙 

 

  サ 特定防火設備及び防火設備（建基法第３６条、建基令第１１２条（(2)に掲げるも

のを除く。）、第１１５条の２の２、第１２９条の２の４） 

  シ 避難施設（建基法第３６条、通路（建基令第１２０条、第１２１条）、廊下（建

基令第１１９条）、出入口（建基令第１１８条、第１２４条、第１２５条、第１２

５条の２）、屋上広場（建基令第１２６条）、避難上有効なバルコニー（建基令第

１２１条）） 

  ス 敷地内の通路（建基法第３６条、建基令第１２７条、第１２８条、第１２８条の

２） 



                       

 

別図 

 

 

 

         

表示マーク（金）        表示マーク（銀） 

 

備考  

１ 様式の大きさは、日本産業規格Ｂ４とする。  

２  色彩は、地を紺色、その他のもの（消防本部名を除く。）にあっては、そ

れぞれ金色・銀色とする。  

 

 

 

 

福 山 地 区 消 防 組 合 福 山 地 区 消 防 組 合 



                         

別表  

 

表示基準 

 

１ 点検項目  

  表示に当たっての点検項目は、次に掲げる項目とする。  

点検項目  

防火管理等 

防火対象物の点検及び報告  

防火管理者等の届出  

自衛消防組織の届出  

防火管理に係る消防計画  

統括防火管理者等の届出  

防火・避難施設等  

防炎対象物品の使用  

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出  

火気使用設備・器具  

少量危険物・指定可燃物  

防災管理 

防災管理対象物の点検及び報告  

防災管理者等の届出  

防災管理に係る消防計画  

統括防災管理者等の届出  

消防用設備等 
消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等  

消防用設備等の点検報告  

危険物施設等  

建築構造等 

定期調査報告  

建築構造等（建築構造・防火区画・階段）  

避難施設等  

 

２ 判定基準  

別紙「判定基準」により、適合状況を判定するものとする。  

 

 

 

 

 


